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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　船舶と、この船舶の船底に設けた前記船底に沿って気泡を噴出する気体噴出口と、この
気体噴出口に気体を送気する送気手段と、この送気手段を駆動する駆動装置とを備え、少
なくとも前記気体噴出口以降の前記船底の略端部に複数の端板を前記船底の長手方向に配
設し、複数の前記端板は各々が平断面でほぼ対称形であり、少なくともその後端部におい
て流線型を有しかつ後部平断面が外側へ開く形状を有することを特徴とする船舶の気泡保
持装置。
【請求項２】
　前記端板を複数対、前記船舶の船底の平面形状に合わせて対称的に配設し、前部端板の
長さを後部端板の長さよりも短くするように構成したことを特徴とする請求項１記載の船
舶の気泡保持装置。
【請求項３】
　前記端板はその断面が前記船底側を底辺とした略三角形もしくは二次関数曲線を含む曲
線を用いた形で規定される形状を有したことを特徴とする請求項１記載の船舶の気泡保持
装置。
【請求項４】
前記端板はその前端部が流線型を有したことを特徴とする請求項１記載の船舶の気泡保持
装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船舶の気泡保持装置に係り、特に船体の摩擦抵抗低減の目的で水中に噴出さ
れる気泡を船底部分に保持させる船舶の気泡保持装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　船舶の抵抗低減の研究として、造波抵抗については数多くの成果が得られているが、大
型船で全抵抗の約８割を占めるといわれる摩擦抵抗については、複雑な乱流現象が関係す
るため、今まで目立った成果が得られていなかった。船舶の航行時においては、喫水線以
下の船体表面に沿って乱流境界層が発達することにより、船体表面に摩擦抵抗が作用し、
船舶の推進性能を低下させる。このような船体表面の摩擦抵抗を低減する手段として、表
面に沿う境界層中に微細な気泡を注入することにより低減させる気泡噴出式が、近年、有
望な摩擦抵抗低減策として注目され、研究されて来ている。気泡噴出式は、その摩擦抵抗
低減効果が顕著であること、比較的汚損に強いこと、海洋や水系に対する環境汚染の問題
が無いことから、今後の省エネルギーが希求される時代の有望な摩擦抵抗低減策と考えら
れている。
【０００３】
　ただ、この気泡噴出式は、水面下の船側や船底から水圧に打ち勝って気泡を発生させて
いるため動力を要し、摩擦抵抗低減効果と気泡発生動力の双方を考慮した正味の低減効果
を増すような配慮が必要であった。また、海洋や河川等を航行する船舶は、波や流れ等様
々な外乱を受け、また積荷の状態や航行状態等にも影響を受ける中で、如何に有効に摩擦
抵抗を低減するかが課題とされていた。今迄の研究は主として実験室レベルのものや模型
船を用いた研究が主であり、これらの実際の外乱や航行状態を考慮に入れた研究とは厳密
にはなっていなかった。
【０００４】
　本願発明者らは、こういった研究の現状に対し実船を用い、この船体に気体噴出装置を
装備し、船舶状況、航行状態、海象状況等、実際に近い状況の中で、気泡噴出と摩擦抵抗
低減効果の関係を調査し、正味の低減効果を増すことを模索し、数多くの知見を得てきて
いる。さらに、該気体噴出装置から噴出された気体を、海中内で拡散させず船底から離脱
させないための部材、装置及び船底の形状についての研究も進められている。
【０００５】
　一方、特許の分野においては、このような船舶から噴出した気泡を逃がさないようにす
るために、例えば、特許文献１、２、３，４に示すような対策が取られてきた。
【０００６】
　この特許文献１は、船体前方に海水取入部を形成し、この海水取入部に設けられ航行の
際に海水取入部に浸入する海水を船底側に吹き出す噴流発生手段と、船底側に空気を噴射
する空気噴射手段とを有し、船底には噴流発生手段により船底側に吹き出された海水およ
び空気噴射手段により噴射された空気が船体側方に逃げないように規制する規制部材を設
けたものである。
【０００７】
　こうした構成をとっているため、空気が船体の中央部から噴射される構成であり、摩擦
力低減効果に限りがあった。また、規制部材自体が船舶の推進力を妨げる抵抗体となり、
空気による正味の摩擦抵抗低減効果を減少させていた。また、船舶の底面と空気噴射手段
から噴射された空気との間に浸入する水の影響により、摩擦抵抗低減効果の増幅を図るこ
とが困難であった。
【０００８】
　また、特許文献２は、船底にエアを送り込む構造の船舶に於いて、流れに対して船底が
略平面状の構造として、船底に多数の溝部を形成させて、エアを溝部に入れる構造として
、エアを入れることにより船底と水とを隔離する構造としたものである。
【０００９】
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　こうした構成をとっているため、船底に空気を敷き込む構成であり、船底に空気が付随
するものの、空気を保持する部材等がなく、波や流れ等の外乱で、船舶が傾くことにより
空気は水圧の低い方へ拡散してしまい船底に付随する空気量が減少し、摩擦低減効果も減
少してしまうことが避けられない。また、上記と同様に、船舶の底面と空気との間に侵入
する水の影響により、摩擦抵抗低減効果の増幅を図ることが困難であった。
【００１０】
　また、特許文献３は、没水表面から気体を噴出して、没水表面に接する境界層に気泡及
び気体層を介在させて、没水表面の摩擦抵抗を減少させる場合に、没水表面に、加圧気体
を水中に噴出する噴出口が配されるとともに、噴出口の下流位置に、噴出口の外側縁部よ
りも内方位置で、噴出口の内側壁と没水表面とを緩やかに接続した状態の誘導面が形成さ
れるというものである。
【００１１】
　こういう構成をとっているため、上記と同様、誘導面に空気が付随するものの、空気を
保持する部材等がなく、波や流れ等の外乱で、船舶が傾くことにより空気は水圧の低い方
へ拡散してしまい船底に付随する空気量が減少し、摩擦低減効果も減少してしまうことと
ならざるを得ない。また、上記と同様に、船舶の底面と空気との間に侵入する水の影響に
より、摩擦抵抗低減効果の増幅を図ることが困難であった。
【００１２】
　また、特許文献４は、エネルギー効率化装置により、船舶の船体に生じる水摩擦を低減
し、常態で水と係合する船舶の船体の外面と水との接触が、その外面を覆うように加圧ま
たは圧縮された空気またはガスの有利な導入によって、低減されるというものである。
【００１３】
　こういう構成をとっているため、圧縮空気が船舶の船首輪郭を超えて逃げないようにす
るため、溝またはチャンネルに捕捉されるようにベントまたはノズルが配置されなければ
ならず、波や流れ等の外乱時に船舶の傾きに対応した空気の保持が困難であり、摩擦低減
効果も減少してしまっていた。
【特許文献１】特開平５－１１６６７２号公報
【特許文献２】特開平６－１９１３９６号公報
【特許文献３】特開平９－１５０７８５号公報
【特許文献４】特表２００１－５２４４２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記の従来技術の問題点を解決するもので、船舶の航行状況や船舶状況、た
とえば船舶が波や流れ等の外乱時や旋回する際に生じる船舶の傾きにも気泡が保持され、
かつ、船舶の進行を妨げる抵抗体となることを回避する船舶の気泡保持装置を提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　かかる目的を達成するために、本発明の請求項１に対応した船舶の気体保持装置は、船
舶と、この船舶の船底に設けた前記船底に沿って気泡を噴出する気体噴出口と、この気体
噴出口に気体を送気する送気手段と、この送気手段を駆動する駆動装置とを備え、少なく
とも前記気体噴出口以降の前記船底の略端部に複数の端板を前記船底の長手方向に配設し
、複数の前記端板は各々が平断面でほぼ対称形であり、少なくともその後端部において流
線型を有しかつ後部平断面が外側へ開く形状を有することを特徴として構成される。
【００１６】
　ここで、送気手段とは気泡発生に有効な量の送気量が確保できる、ブロワーやタービン
駆動のコンプレッサー、船舶に予め装備されている空気圧供給源、機関の排気ガスを加圧
したもの等を言い、特に吐出側圧力が変動しても、その送気量の変動が少ないものが好ま
しい。
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【００１７】
　また、駆動装置とは、電動機、液体燃料やガス燃料により駆動されるエンジン等の他、
船舶の機関からの排気を利用して回転力を得るタービン、また油圧や空気圧で駆動される
油圧モータや空気圧モータ等を言う。
【００１８】
　また、端板とは、鉄、鋼及びスチールを含む金属素材や杉やヒノキを含む木材、ＦＲＰ
等の素材から形成される板状の材料をいい、硬性を有し、水分等の影響による錆を誘発し
にくいものが好ましい。防錆のために、該素材の表面を塗装することもより好ましい。ま
た該端板の配設方法は、接合部材をネジ、釘、及び接着剤を含む接合方法により船底に接
合・配設させる方法を含むが、該船底に係る船舶本体と該端板がその形状において嵌め込
まれていること及び／或いは噛み合せていること、あるいは溶接により接合されているこ
とにより配設させる方法が好ましい。配設の際には、該接合部材を補強的に用いることで
配設強度を向上させるようにしてもよい。
【００１９】
　上記のような構成によれば、駆動装置より駆動された送気手段により、気体噴出口から
気体が噴出されるところ、該気体噴出口を基準として船尾方向に複数の端板が船底の略端
部に長手方向に配設されていることにより、噴出された気泡は水中において船底に保持さ
れて流れることが可能である。
【００２０】
　また、本装置は、上記構成に加え、本発明に係る船舶の気体保持装置は、該端板を複数
対、該船舶の船底の平面形状に合わせて対称的に配設し、前部端板の長さを後部端板の長
さよりも短くするように構成してもよい。
【００２１】
　上記のような構成によれば、船舶の平面形状に合わせて略対称に端板が複数対配設され
るので、該端板（の集合体）が該船舶の進行を妨げる抵抗体となることを実質的に回避す
ることが可能となる。
【００２２】
　またこのとき、該前部端板の長さを後部端板の長さよりも短くするように構成すること
もでき、この構成をとる場合には、該端板（の集合体）を船底の平面形状に近似させるこ
とになるため、気泡の保持効果を一層高めることが可能となる。
【００２３】
　また、本装置は、上記構成に加え、該端板はその断面が該船底側を底辺とした略三角形
もしくは二次関数曲線を含む曲線を用いた形で規定される形状を有するように構成しても
よい。
【００２４】
　ここで、略三角形とは、直角三角形、二等辺三角形及び正三角形に限定されることなく
、一定の角度及び辺の長さを有する三角形であれば、全てが含まれる。また、二次関数曲
線とは、二次関数の基本方程式（ｙ＝αｘ２＋βｘ＋γ）に係る二次曲線であり、所定の
変数α、β、γであれば、全てが含まれる。また、任意の曲線を組み合わせて略三角形を
構成してもよい。
【００２５】
　上記のような構成によれば、該端板は断面視により船底側を底辺とした略三角形もしく
は二次関数曲線等の曲線を用いた形に係る形状を有することになり、この断面形状によっ
て端板（の集合体）が該船舶の進行を妨げる抵抗を実質的に回避する効果が一層促進され
るため、噴出された気泡は水中において船底に保持されて流れることが可能となる。
【００２６】
　また、上記構成に加え、本発明に係る船舶の気体保持装置は、該端板はその前端部が流
線型を有するように構成してもよい。
【００２７】
　ここで、流線型とは、船舶の進行における水の抵抗を最小限とするため曲線を有する形
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状であり、たとえば、空気抵抗による進行の妨げを回避するために自動車、列車及び飛行
機等の先頭部で採用される形状が含まれるが、これらの形状に限定されることはない。
【００２８】
　このような構成によれば、端板はその前後端部においてその前端部及び／もしくは後端
部が流線型を有することから水の抵抗を最小限化するので、噴出された空気に係る水中で
の気泡は船底に保持されて流れるものである。
【００２９】
　また、本発明の船舶の気体保持装置は、この船舶の船底に設けた前記船底に沿って気泡
を噴出する気体噴出口と、この気体噴出口に気体を送気する送気手段と、この送気手段を
駆動する駆動装置と、少なくとも前記気体噴出口以降の前記船底に凹部が長手方向に形成
されることを特徴として構成されるようにしてもよい。
【００３０】
　ここで、凹部は、船舶の船底自体を凹部に係る形状に屈曲・形成・取り付け或いは切削
したものをいう。船底に凹部に係る形状部材を、上記端板の配設方法と同様、ネジ、釘、
及び接着剤を含む接合部材、あるいは溶接により船底に配設させるようにしてもよい。
【００３１】
　上記の構成によれば、駆動装置より駆動された送気手段により、気体噴出口から気体が
噴出されるところ、該気体噴出口を基準として船尾方向に該船底に凹部が長手方向に形成
されていることにより、噴出された空気に係る水中での気泡は、該船底の該凹部の終端に
至るまで保持されて流れる効果が一層促進される。
【００３２】
　また、本発明の船舶の気体保持装置は、この船舶の船底に設けた前記船底に沿って気泡
を噴出する気体噴出口と、この気体噴出口に気体を送気する送気手段と、この送気手段を
駆動する駆動装置とを備え、少なくとも前記気体噴出口以降の前記船舶の船底に係る長手
方向に断面幅が高さに対して１以上の凹凸断面を形成するように構成してもよい。
【００３３】
　ここで、凹凸断面とは、断面視で任意の角度で折り曲げられた直線もしくは曲線が連接
される形状をいい、凹部と凸部の数や総面積及び凹部と凸部との勾配は限定されない。
【００３４】
　上記の構成によれば、駆動装置より駆動された送気手段により、気体噴出口から気体が
噴出されるところ、該気体噴出口を基準として船舶の進行方向とは逆の方向に、長手方向
に断面幅が高さに対して１以上の凹凸断面を形成されるので、噴出された空気に係る水中
での気泡は、その抵抗により凹部に付随し、該船底の該凹凸断面の終端に至るまで保持さ
れて流れることが可能となる。
【００３５】
　また、上記構成に加え、本発明に係る船舶の気体保持装置は、該凹凸断面は略三角形状
が横に連なる形状とし、該三角形の高さは気泡に十分覆われる高さ（たとえば１０ｍｍ以
下）以下に形成されるように構成してもよい。
【００３６】
　ここで、略三角形とは、上記同様、直角三角形、二等辺三角形及び正三角形に限定され
ることなく、所定の角度及び辺の長さを有する三角形であれば、全てが含まれる。また、
任意の曲線を用いて略三角形を形成してもよい。
【００３７】
　上記の構成によれば、凹凸断面は略三角形状が横に連なる形状となり、該三角形の高さ
が気泡に十分覆われる高さ以下に形成されることで、気泡は実際上その抵抗により該三角
形に係る凹部に付随し、船底の凹凸断面の終端に至るまで気泡が保持されて流れることが
可能となる。
【００３８】
　また、本発明の船舶の気体保持装置は、この船舶の船底に設けた該船底に沿って気泡を
噴出する気体噴出口と、この気体噴出口に気体を送気する送気手段と、この送気手段を駆
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動する駆動装置と、少なくとも該気体噴出口以降の前記船底の略端部に設けた複数の端板
とを備え、該端板は船舶の安定化手段を兼ねるように適合されることを特徴として構成さ
れるようにしてもよい。
【００３９】
ここで、船舶の安定化手段とは、ビルジキール、フィンスタビライザー、アンチローリン
グ
タンク等、航行中での大波、横波、横風、暴風、突風、台風、暴雨及び雷雨を含む自然現
象若しくは他の船舶、流氷、流木及び魚類を含む衝突物体に対し、該船舶の横揺れや横転
を抑制するための装置、機械、器具を含む概念であり、これには船舶の船体及び船底に付
設するもの及び所定のアルゴリズムを有する自動制御に係るものも含まれる。
【００４０】
　上記のように構成されることで、駆動装置によって駆動された送気手段により、気体噴
出口から気体が噴出されるところ、気体噴出口を基準として船舶の進行方向とは逆の方向
に、略端部に設けた複数の端板が船舶の安定化手段を兼ねているため、自然現象及び衝突
物体による船舶の横揺れ及び横転を抑制する効果が一層働き、噴出された気泡は水中にお
いて、船底の終端に至るまで保持されて流れることが可能となる。
【００４１】
　また、上記構成に加え、本発明に係る船舶の気体保持装置は、該端板の安定化機能への
寄与分、該安定化手段の性能を変えたことを特徴として構成される。
【００４２】
　上記のように構成されることで、安定化手段を別途設ける必要をなくし、もしくは安定
化手段の性能、機能、装備を最小化することができるので、船舶の経済効率化を推進する
ことができる。
【００４３】
　また、上記構成に加え、本発明に係る船舶の気体保持装置は、該端板の兼ねる安定化手
段はビルジキールとし、ビルジキール高さよりも端板高さを小さく設定したことを特徴と
して構成される。
【００４４】
　ここで、ビルジキールとは、一般的には船底の両舷端部に、船首から船底へ、あるいは
船側
と船底のつなぎ目部に長手方向に伸びる細い板のことで、横揺れ防止などのために取り付
けられている部品のことを示す。
【００４５】
　上記のように構成されることで、ビルジキールの装備を節制することが可能となり、ま
た端板の高さがビルジキール高さよりも小さいため、船舶にかかる潮流の抵抗を減らすこ
とができる。
【００４６】
　また、本発明の船舶の気体保持装置は、この船舶の船底に設けた該船底に沿って気泡を
噴出する気体噴出口と、この気体噴出口に気体を送気する送気手段と、この送気手段を駆
動する駆動装置とを備え、該船底の該気体噴出口の後方に噴出した気泡を引き付ける段差
を設けたことを特徴として構成されるようにしてもよい。
【００４７】
　ここで、段差とは、気体噴出口の船底後方で気泡が船底から離れ拡散し出す箇所に設け
た
翼状の隆起部や船尾方向に係る船底が階段状にて形成される構造をいい、その流体的作用
により、拡散しかけた気泡を再び船底に引き寄せる効果を有するものをいう。
【００４８】
　上記の構成によれば、駆動装置より駆動された送気手段により、気体噴出口から噴出さ
れた気泡が、かかる段差に係る流体的作用により船底表面に付随し、該船底の段差の終端
に至るまで保持されて流れることが可能となる。
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【００４９】
　また、本発明の船舶の気体保持装置は、この船舶の船底に設けた該船底に沿って気泡を
噴出する気体噴出口と、この気体噴出口に気体を送気する送気手段と、この送気手段を駆
動する駆動装置と、該船舶の該船底の少なくとも該気体噴出口の後方に噴出した気泡を吸
引する気泡吸引手段を設けたことを特徴として構成されるようにしてもよい。
【００５０】
　ここで、気泡吸引手段とは、水中に存在する気泡を吸引する機能を有する装置、機械、
器具を意味する概念であり、たとえばブロワーやポンプ、空気圧縮機等を用いて気泡や気
泡混じりの水を吸引する構造も含まれる。
【００５１】
　上記の構成によれば、駆動装置より駆動された送気手段により、気体噴出口から噴出さ
れた気泡が船底から離れ拡散し出すところで気泡吸引手段によって吸引することが可能と
なり、該気泡の水中での拡散が回避されることが可能となる。
【００５２】
　また、上記構成に加え、本発明に係る船舶の気体保持装置は、前記気泡吸引手段で吸引
した気泡が再び船底から噴出されることを特徴として構成される。
【００５３】
　上記の構成によれば、船底から離れ拡散し出すところで気泡吸引手段にて気泡が吸い込
まれることが可能となり、この吸い込まれた気泡を再吐出することで、さらに有効に船体
全体に亘って摩擦抵抗の低減が可能となる。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、気体噴出口から気体が噴出されるところ、該気体噴出口を基準として
船尾方向に複数の端板が船底の略端部に長手方向に配設されていることにより、噴出され
た気泡が水中において船底全体に亘って船底に沿って流れることが可能となり、有効に摩
擦抵抗の低減が図れる。また端板の作用で、波や流れ等の外乱により船舶が傾いても、気
泡が水圧の低い方へ拡散することが防止でき、安定して摩擦抵抗の低減が図れる。
【００５５】
　また、本発明によれば、船底の平面形状に合わせて略対称に端板が複数対配設されるの
で、該端板（の集合体）が該船舶の進行を妨げる抵抗体となることを実質的に回避するこ
とが可能となる。また、船底の前部の平面形状に合わせて、船首部近傍の最前面まで気体
噴出口を配設することが可能となり、摩擦抵抗の低減が船底全体に亘って図れる。
【００５６】
　また、本発明によれば、該端板（の集合体）を船底の平面形状に近似させることになる
ため、気泡の保持効果を一層高めることが可能となる。
【００５７】
　また、本発明によれば、端板は断面視により船底側を底辺とした略三角形もしくは二次
関数曲線等の曲線を用いた形で規定される構成としているため、この断面形状によって平
板を用いた場合に比較して、水との接触面積が低減でき、端板を設置することによる摩擦
抵抗が低減できる。これにより、端板（の集合体）が該船舶の進行を妨げる抵抗を実質的
に回避する効果が一層促進され、噴出された空気に係る水中での気泡は、有効に船底に沿
って保持されて流れる。
【００５８】
　また、本発明によれば、端板はその前後端部においてその前端部及び／もしくは後端部
が流線型を有することから水の抵抗を最小限化するので、端板を設置することによる摩擦
抵抗がさらに低減でき、噴出された空気に係る水中での気泡は、有効に船底に沿って保持
されて流れる。
【００５９】
　また、本発明によれば、該気体噴出口を基準として船尾方向に該船底に凹部が長手方向
に形成されていることにより、噴出された空気に係る水中での気泡は、該船底の該凹部の
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終端に至るまで有効に船底に沿って保持されて流れる効果が一層促進される。また凹部の
作用で、波や流れ等の外乱により船舶が傾いても、気泡が水圧の低い方へ拡散することが
防止でき、安定して摩擦抵抗の低減が図れる。
【００６０】
　また、本発明によれば、該気体噴出口を基準として長手方向に断面幅が高さに対して１
以上の凹凸断面が形成されるので、噴出された空気に係る水中での気泡は、その抵抗によ
り凹部に付随し、該船底の該凹凸断面の終端に至るまで保持されて流れることが可能とな
る。
【００６１】
　また、本発明によれば、凹凸断面は略三角形状が横に連なる形状となり、該三角形の高
さが気泡に十分覆われる高さ以下に形成されることで、気泡は実際上その差圧により該三
角形に係る凹部に付随し、船底の凹凸断面の終端に至るまで気泡が保持されて流れること
が可能となる。また、略三角形状が横に連なる形のため、略三角形状の頂点が多数存在し
、ドック入り時の台座の上に乗せることが容易にでき、作業が改善できる。
【００６２】
　また、本発明によれば、気体噴出口を基準として船尾方向に、船底の略端部に設けた複
数の端板が船舶の安定化手段を兼ねているため、自然現象及び衝突物体による船舶の横揺
れ及び横転を抑制する効果が一層働き、噴出された気泡は水中において、船底の終端に至
るまで保持されて流れることが可能となる。また安定化手段を兼ねた複数の端板の作用で
、波や流れ等の外乱があっても船舶が傾きにくく、また多少傾いても端板の作用で、気泡
が水圧の低い方へ拡散することが防止でき、安定して摩擦抵抗の低減が図れる。
【００６３】
　また、本発明によれば、安定化手段を別途設ける必要をなくし、もしくは安定化手段の
性能、機能、装備を最小化することができるので、船舶の経済効率化を推進することがで
きる。
【００６４】
　また、本発明によれば、ビルジキールの装備を節制することが可能となり、また端板の
高さがビルジキール高さよりも小さいために船舶にかかる潮流の抵抗を減らすことができ
る。
【００６５】
　また、本発明によれば、駆動装置より駆動された送気手段により、気体噴出口から噴出
された気泡が、気泡を引き付ける段差の流体的作用により船底表面に付随し、該船底の全
体に亘り保持されて流れることが可能となり、摩擦抵抗の低減効果を増すことができる。
【００６６】
　また、本発明によれば、気体噴出口から噴出された気泡が船底から離れ拡散し出すとこ
ろで気泡吸引手段によって吸引することが可能となり、該気泡の水中での拡散が回避され
ることが可能となる。
【００６７】
　また、本発明によれば、気泡吸引手段にて気泡が吸い込まれ、船底から離れ拡散し出す
ところで気泡吸引手段にて気泡が吸い込まれることが可能となり、この吸い込まれた気泡
を再吐出することで、さらに有効に船体全体に亘って摩擦抵抗が低減されることが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６８】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。なお、以
下では、本発明の目的を達成するための説明に必要な範囲を模式的に示し、本発明の該当
部分の説明に必要な範囲を主に説明することとし、説明を省略する箇所については公知技
術によるものとする。
【００６９】
　(第１の実施形態)
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　図１は、本発明の一実施形態に係る気泡保持装置を、海洋で使用する船舶に適用した実
施例を示す。図１(a)は、当該船舶の側面図を、図１(ｂ)は、その上面図を、図１(ｃ)は
下面図を示すもので、一部説明のために要部構成を露出させて表現している。
【００７０】
　船舶１の甲板２上に、送気手段としてのブロワー１０、１１、１２、１３、１４が並べ
て設置されている。これらのブロワー１０、１１、１２、１３、１４は甲板２上で、船首
で破砕された潮の飛沫を避けるため格納庫に入れられて設置されていて、少しでも飛沫を
避ける意味から気体である空気の取り込みを、船体の進行方向の反対側から行っている。
【００７１】
　このブロワー１０、１１、１２、１３、１４は、ルーツ式の容積型ブロワーであり、駆
動装置であるインバータ型の電動機６０（図示しない）により、ベルトを介してブロワー
内部の２つのロータが回転され、ブロワー内壁とロータとの間に取り込まれた空気がロー
タの回転に伴い圧縮され、供給される構造である（図示しない）。ブロワー１０、１１、
１２、１３、１４は容積型であるため、先での圧力変動があっても安定して決まった量の
空気を供給できるものとなっている。また、このルーツ式ブロワーは、同じ容積型であっ
てもピストン式と異なりほぼ連続的に空気の加圧が行われるため脈動が少なく、圧力平滑
化のためのタンク等も廃止することが可能である。さらに、回転が滑らかで振動や騒音が
少ないため、甲板２上にブロワー１０、１１、１２、１３、１４が配置されても、下部の
船室で共鳴音が発生しにくいものとなっている。
【００７２】
　ブロワー１０、１１、１２、１３、１４に取り込まれた空気がそれぞれ加圧され、屈曲
部を有した送気管１６、１７、１８、１９、２０を通って、船底３の近傍に設置された空
気噴出口２１、２２、２３、２４、２５に導かれる。この気体噴出口２１、２２、２３、
２４、２５は、この実施例の場合、船底３の前部平面で船体４の平面中心線ＣＬに対して
略対称的に、略一列に配置されている。気体噴出口２１、２２、２３、２４、２５を船底
３に設けることは、噴出した気泡の船底３部への滞在を長引かせ、波等による圧力変動を
緩和する狙いからであり、また船底３の前部に設けることは、噴出した気泡を船底３へ極
力全体に亘って滞在させる目的からである。
【００７３】
　また、気体噴出口２１、２２、２３、２４、２５を略一列に配置することは、構成を簡
素化し、対応して設けたブロワー１０、１１、１２、１３、１４や送気管１６、１７、１
８、１９、２０等の配置も容易化するためである。また、空気噴出口２１、２２、２３、
２４、２５は、この例の場合、奇数個の５個としているため、真中の一つ（空気噴出口２
３）を平面中心線ＣＬ上に持ってくることにより、船舶１の直進性を有した上での、気泡
の１箇所噴出が実現できる。この場合、空気噴出口２１、２２、２３、２４、２５は、船
体４の平面中心線ＣＬに対して略対称的に、船底３の前部平面形状に沿うように配置され
るように構成することが可能である。
【００７４】
　船底３には、空気噴出口２１、２２、２３、２４、２５から噴出された気泡を逃さない
ように気泡のガイドを行う端板５、５´、６、６´、７、７´がこれも船体４の平面中心
線ＣＬに対して対称に配置されている。端板６、６´及び７、７´は、同図上では寸法が
略等しく描かれているが、端板７、７´が端板６、６´よりも短い寸法でもよく、端板の
数も同図に示すものに限定されるものではない。船底３にはこの他、海水や気泡による船
体４に作用する剪断力を検出する剪断力検出器である剪断力センサー５０、５１、５２、
５３、５４が船尾側に設けられている。
【００７５】
　また、相対速度検出器である相対速度センサー５５、５６が船尾側に設けられている。
船側８には、別の相対速度センサー５７が設けられている。これらの相対速度センサー５
５、５６は、空気噴出口２１、２２、２３、２４、２５から離して、あるいは相対速度セ
ンサー５７は、近くても船側８の気泡の影響が無い箇所に設けられている。特に、相対速
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度センサー５７は、船側８でも波の影響を受けない下方に設置されている。これらの相対
速度センサー５５、５６、５７は、超音波式を採用しており、水中での使用を可能として
、波や潮による影響を少なくしている。
【００７６】
　また、船底３の後部と前部には、噴出された気泡の状態を監視するビデオカメラ５８、
５９が設けられている。このビデオカメラ５８、５９の撮影した映像を、人が監視し、気
泡の噴出状態を解析することに役立てている。
【００７７】
　図２は、本発明の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図である。同図に示
されるように、端板５、５´及びビルジキール１０１、１０１´が配備される。このよう
に、通常、船舶は船行上の安定化を図るため、船底３と船側８の接合部（ビルジ部）に、
たとえばビルジキールが配設される。これにより、船舶は波浪や潮流といった自然現象及
び衝突物体に対し、横揺れや横転を抑制することができる。また、本発明に係る端板５、
５´は、ビルジキール１０１、１０１´とは別途配設することができる。配設位置は、ビ
ルジキール１０１、１０１´よりも平面中心線ＣＬを基準として内側が好ましい。
【００７８】
　一方、端板５、５´を、船舶の安定化を図るために用いることもできる。この場合、端
板５、５´が安定化機能を担う分、ビルジキール１０１、１０１´の安定化に係る性能を
変更することもできる。その際には、端板５、５´及びビルジキール１０１、１０１´の
構造、寸法及び配設位置等、船舶の船行を妨げないことを配慮して設計することが好まし
い。なお、端板５、５´に係る本来の目的は、気泡を船底３に保持しつつ流すことである
ため、そのことを十分に配慮した端板５、５´及びビルジキール１０１、１０１´の設計
とする。
【００７９】
　図３は、本発明の別の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図である。同図
には、端板の断面形状を略三角形として構成する場合の態様が示されている。同図に示さ
れるように、端板５ａ、５´ａは船底３を底辺とした略三角形となる形状を有している。
図２に係る端板５、５´とは、その形状を異にする点のみが相違するため、その他詳細な
説明は省略する。
【００８０】
　ここで、この略三角形の断面形状と平板の端板５あるいは５’を用いた場合の水との接
触面積を比較すると、３角形の２辺の和は１辺より長いことになり、略三角形とすること
で水との接触面積が小さくなり、端板を設置することによる摩擦抵抗が低減できる。この
略三角形となる形状の端板５ａ、５´ａにより、端板の摩擦抵抗の増加を低減することが
できる。
【００８１】
　図４は、本発明の更に別の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図である。
同図には、端板の断面形状を二次関数曲線等の曲線とする場合の態様が示されている。同
図に示されるように、端板５ｂ、５´ｂは船底３を底辺とした二次関数曲線等の曲線とな
る形状を有している。図２に係る端板５、５´とは、その形状を異にする点のみが相違す
るため、その他詳細な説明は省略する。この二次関数曲線等の曲線となる形状の端板５ａ
、５´ａにより、端板の摩擦抵抗の増加を低減することができる。
【００８２】
　図５は、本発明の更に別の一実施形態に係る図２の点線Ｙ部の拡大図である。同図には
、端板の前部を流線型とする場合の態様が示されている。同図に示されるように、端板５
は、平面中心線ＣＬを基準として内側を流線型とする形状が好ましく、船舶の船行を妨げ
ないことを配慮して設計する必要がある。具体的には、端板５の先端は、刀の先端のよう
に表面の角度を微妙に変化させ、刀が物体を切りやすくするために有する形状に類似した
形状が好ましい。なお、端板５が船底３に既設されている場合には、流線型に係る部材を
端板５に付設してもよい。また、端板の後部も流線型とすることが好ましい（図示しない
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）。
【００８３】
　図６は、本発明の更に別の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図である。
同図には、船底３に凹部を形成した場合の態様が示されている。同図に示されるように、
図２に示す端板５、５´の代わりに、端部５ｃ、５´ｃを残し、その他の部分を切削する
構成、若しくは端部５ｃ、５´ｃを有する凹部に係る形状部材を配設する構成、又は端部
５ｃ、５´ｃを既設の船底３に付設する構成、又は船底３そのものを凹部を有した構成と
する。端部５ｃ、５´ｃの前部は、図５に示すような流線型としてもよい。なお、図２に
係る端部５、５´とは、その形状を異にする点のみが相違するため、その他詳細な説明は
省略する。この端部５ｃ、５´ｃ及びこの端部間に挟まれる凹部により、気泡を船底に保
持しつつ流すことが可能となる。
【００８４】
　図７は、本発明の更に別の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図である。
同図には、船底３に凹部を形成した場合の態様が示されている。同図に示されるように、
図２に示す端板５、５´の代わりに、端部５ｄ、５´ｄを残し、その他の部分を切削する
構成、若しくは端部５ｄ、５´ｄを有する凹部に係る形状部材を配設構成、又は端部５ｄ
、５´ｄを既設の船底３に付設する構成とする。図６に係る態様とは、二次曲線とする部
分において、その形状を異にする。端部５ｄ、５´ｄの前部は、図５に示す流線型として
もよい。なお、図２に係る端部５、５´とは、その形状を異にする点のみが相違するため
、その他詳細な説明は省略する。この端部５ｄ、５´ｄ及びこの端部間に挟まれる凹部に
より、気泡を船底に保持しつつ流すことが可能となる。
【００８５】
　次に、本発明の一実施形態に係る気泡保持装置の動作及び使用方法について、概念図を
用いて説明する。
【００８６】
　図８は、本発明の一実施形態に係る端板５、５´の配設時の気泡保持状態を示す概念図
である。同図においては、船舶が傾いたときの気泡の保持状態を説明している。この場合
、図１のＸ－Ｘ断面において、船舶の傾きにより船底３の両端部に差圧が生じ、圧力の低
いほうへ気泡は移動する。これにより、気泡は船底３の範囲外に拡散するため、気泡によ
る摩擦低減効果が低減してしまう。これに対し本願では、端板５、５´を船底３の両端部
に配設することで、気泡の拡散を抑制する。具体的には、気泡は圧力の高いほうから低い
ほうへ移動するものであり、低いほうから高いほうへの移動は不可能である。したがって
、気泡は圧力の低いほうへ移動するためには、端板５に係る障壁を迂回しなければならず
、そのためには圧力の高いほうへ移動することを要するため、前述の原理により、気泡は
船底３に保持されることとなる。傾きが逆の場合も同様である。また、同図ほどの傾きが
ないとしても、船航中の微妙な横揺れ等により気泡は微小な差圧を感知し、同様にして気
泡が圧力の低いほうへ移動してしまうが、端板５により気泡の移動による拡散を抑制し、
端板５の終端地点まで保持されつつ流れる。これにより、波や流れ等の外乱時や旋回する
際に生じる船舶の傾きにも気泡が保持され有効に摩擦抵抗の低減が図れる。
【００８７】
　図９は、本発明の一実施形態に係る前部及び後部を流線型とする端板５、５´に係る配
設時の船舶船航中の気泡流動状態を示す概念図である。同図においては、端板５、５´の
前部を、中心線を基準として対称となる形状とすることにより、端板５、５´は船舶の船
航を妨げる抵抗体となることを極力回避できる。また、端板５、５´の後部は、中心線を
基準として水深の深い方の後部からなだらかな湾曲又は傾斜を有して水深の浅い方の後部
を終端する流線形状を有することにより、気泡は端板５、５´の後部に係る終端地点を境
にして急激に保持状態が解除されるのではなく、後部に係る緩やかな湾曲又は傾斜の始点
を境に端板５、５´の寸法が小さくなり、かかる形状により気泡の保持状態は緩やかに解
除されるため、気泡は水中に徐々に拡散していく。また、後部を開くように形成すること
により、船底を十分に覆って流れてきた気泡が、外側に向かう流れとなり、船尾に設けた
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プロペラ（図示せず）への気泡の巻きこみを無くし、推進力が落ちることを防止できる。
【００８８】
　図１０は、本発明の更に別の一実施形態に係り、船底３を断面視で三角形に係る凹凸状
とした船舶の船航中に係る気泡保持状態を示す断面概念図である。同図において、船底３
の断面を三角形に係る凹凸形状とした場合、気泡は凹凸断面に係る船底３を底辺とする隣
り合う第一の三角形状と第二の三角形状にて勾配が形成され、かかる勾配にて発生する差
圧により、気泡は圧力の低いほうへ移動する。また、一つの三角形断面に取りこまれた気
泡は、三角形の頂点を乗り越えるには抵抗があることから、抵抗の少ない長手方向に沿っ
て船尾の方へ流れる。これにより、船舶船航中に発生する船体の傾きにて発生する差圧ま
たは微妙な横揺れ等により生じる微小な差圧によっても、気泡の移動及び拡散は抑制され
、気泡は船底３に保持されつつ流れる。なお、船底３を底辺とする三角形の高さ寸法は船
底３を基準として１０ｍｍ以下とすることが好ましいが、この考え方の基本は、三角形の
高さが、気泡に十分覆われる高さ以下に形成されることである。すなわち、船底３を底辺
とする三角形の高さ寸法は船底３を基準として１０ｍｍ以下に限定されることはなく、気
泡に十分覆われる程度の高さであればよい。
 
【００８９】
　図１１は、本発明の更に別の一実施形態に係り、船底３に断面視で翼断面型マウンドを
有する構成とした船舶の船航中に係る気泡保持状態を示す断面概念図である。同図におい
て、船舶の進行方向とは逆向きに水が流れるが、同様にして気泡も水流の向きに流れる。
一方、下流に流れるに従って、気泡は水中で拡散するため、気泡による摩擦低減効果が低
減する。しかし、船底３に翼断面型マウンド１０２を配設することで、気泡を再び船底３
に付随させて摩擦低減効果を増進させることができる。具体的には、気泡は翼断面型マウ
ンド１０２の形状に従って流動する。翼断面型マウンド１０２の形状に従って気泡が流動
するには、翼断面型マウンド１０２の表面形状を断面視で緩やかな湾曲を有する形状とす
る必要がある。翼断面型マウンド１０２の始端部分が緩やかではない角度を有する場合、
翼断面型マウンド１０２の表面が障壁となり、気泡が衝突時点で拡散してしまうおそれが
あるからである。また、翼断面型マウンド１０２の終端部分が緩やかでない角度を有する
場合、気泡は終端部と船底３との勾配により発生する差圧により、急激に船底３に係る低
圧部に移動することとなり、かかる形状により船底３に気泡が付随しない部分ができてし
まうからである。したがって、このような形状を有する翼断面型マウンド１０２にて発生
する差圧を利用して、気泡の拡散を抑制し、摩擦低減効果の増進を実現することができる
。
【００９０】
　図１２は、本発明の更に別の一実施形態に係り、船底３を断面視で後部に向かい緩やか
な段差を有する構成とした船舶の船航中に係る気泡保持状態を示す断面概念図である。同
図において、上記と同様、船舶の進行方向とは逆向きに水が流れるが、同様にして気泡も
水流の向きに流れる。一方、下流に流れるに従って、気泡は水中で拡散するため、気泡に
よる摩擦低減効果が低減する。しかし、船底３が断面視にて後部に向かい緩やかな段差を
有することで、気泡を再び船底３に付随させて摩擦低減効果を増進させることができる。
具体的には、第一の段差と第二の段差の形状による流体力作用により、気泡の拡散を抑制
し、摩擦低減効果を維持することができる。なお、上記と同様、段差の終端部は緩やかな
湾曲形状を有する必要がある。かかる形状でない場合、気泡は第一の段差に係る終端部と
第二の段差に係る始端部との勾配により発生する差圧により、急激に船底３に係る低圧部
に移動することとなり、段差又は船底３に気泡が付随しない部分ができてしまうからであ
る。
【００９１】
　(第２の実施形態)
　図１３Ａは、本発明の第２の実施形態に係る気泡保持装置における気液分離器２００の
構成を説明するための断面図である。同図に示されるように、気液分離器２００は、本体
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２０１、気泡分離促進フィルター２０２、気体移送菅２０３、気体開放口２０４、液体移
送部２０５、バルブ２０６ａ、２０６ｂ及び２０６ｃを備えて構成される。なお、気液分
離器２００は水上置換法の原理を応用している。また、図１３Ｂ及び図１３Ｃは、本発明
の第２の実施形態に係る気泡保持装置における気液分離器２００の使用方法を示す概念図
である。
【００９２】
　本体２０１は、水分吸込口Ｂを有し、常時開口している。また、本体２０１は、その内
部において、気泡分離促進フィルター２０２を介して液体と気体が分離される機能を有す
る。気泡分離促進フィルター２０２は、水分吸込口を有する空洞状の円柱を囲む円錐形状
を有し、フィルターが円錐状に形成されている。気体移送菅２０３は、一方の開口部を本
体２０１の内部に、他方の開口部を本体２０１の外部に、それぞれ配置させた構成とする
。ブロワー２０８は、外部に係る開口部からバルブ２０６ａを介して吸気する機能を有し
ている。このブロワー２０８は、水が混入しても空気を送れる構成が好ましい。本体２０
１の上部には、気体開放口２０４を設け、バルブ２０６ｂを介して不要な気体を大気へ開
放できる構成とする。一方、本体２０１内部で気泡分離促進フィルター２０２を境界とし
て液体移送部２０５を設け、バルブ２０６ｃを介して、ポンプ２０７にて吸水できる構成
とする。
【００９３】
　次に、図１４は本発明の第２の実施形態に係る気泡保持装置における気液分離器２００
の使用に係る状況図である。同図内の（ａ）（以下、「（ａ）」ともいう。）は、本発明
の一実施形態に係るブロワー１０、１１、１２、１３、１４にて送気したときの摩擦低減
効果を表す概念図である。同図において、横軸は距離を示し、縦軸は摩擦低減効果を０．
０から１．０の間で数値化したもので、１．０が摩擦力の最大値、０．０が摩擦力の最小
値（摩擦無し）を示す。また、同図内の（ｂ）（以下、「（ｂ）」ともいう。）は、本発
明の一実施形態に係るブロワー１０、１１、１２、１３、１４にて送気後の水中での気泡
拡散状態を示す図である。同図において、水流は図面の左から右の方向とする。（ａ）と
（ｂ）は対応関係にあるため、以降は随時両図及び図１３Ａを用いながら説明する。
【００９４】
　まず（ｂ）に示すとおり、空気噴出口２０を介して噴出された空気は、船底３近傍を漂
う。そのため（ａ）にて、摩擦低減効果により摩擦がほとんど無い状態であることが確認
できる。しかし、（ｂ）にて、気泡は一度噴出されると水流にのって移動するため、気泡
は水中で拡散し、船底３近傍から離れる。そのため（ａ）にて、摩擦低減効果が急激に減
少（摩擦力が急激に上昇）し、その後一定の割合で摩擦力が上昇する（数値が０．０から
１．０に近づく状態）。これはまた、気泡と船底３の間に水分が浸入するために発生する
現象であるとも考えられる。したがって、（ｂ）にて、空気噴出口２０を基準として船尾
方向（水流の下流方向）の船底３に、気泡が拡散してしまう前（船底３から気泡が約５～
７ｍｍ離れるとき）に、侵入した水分を吸い込む水分吸込口Ｂを設け、水分吸込口Ｂを介
し、図１３Ａに示す気液分離器２００により水分を少し吸い込む。これにより、気泡を船
底３近傍に再び引き付けるため、（ａ）にて、水分吸込み直後に摩擦力が急激に低下し、
摩擦低減効果が回復する。吸込み後は、再び気泡は水中を拡散するために、摩擦力が緩や
かに上昇する。
【００９５】
　以降、図１３Ａ、図１３Ｂ及び図１３Ｃを用いて、本発明の一実施形態に係る気泡保持
装置に係る気液分離器２００の動作及び使用方法について説明する。なお、図１３Ａに係
る気液分離器２００は、図１３Ｂ及び図１３Ｃに係る気液分離器を裏面から見た断面を示
したものである。したがって、図１３Ｂ及び図１３Ｃと図１３Ａとでは左右が逆になって
いる。
【００９６】
　図１３Ａに示すとおり、水分吸込口Ｂは常時開口されている。したがって、水分は水分
吸込口Ｂを介して気液分離器２００に係る本体２０１内部に浸水する構造となる。このと
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き、ポンプ２０７の吸水により、本体２０１内の水を回収することができる。回収する際
、気泡分離促進フィルター２０２は、水に含まれる気体と液体を分離させるため、液体の
みを液体移送部２０５を経由させて回収することができる。回収した水分は、船舶のエン
ジンの冷却水として利用することができる。なお、バルブ２０６ｃの開閉により吸水の有
無を操作することもでき、ポンプ２０７を常時駆動させていてもよい。一方、気泡分離促
進フィルター２０２により分離された気体は、ブロワー２０８の吸気により、気体移送菅
２０３を経由させて回収することができる。なお、バルブ２０６ａの開閉により吸気の有
無を操作することもでき、ブロワー２０８を常時駆動させていてもよい。
【００９７】
　したがって、図１３Ｂに示すとおり、ブロワー２０８にて吸気した気体を大気に開放し
、かつ、本体２０１内の気体をバルブ２０６ｂを介して大気に開放することで、気液分離
器２００は気体を船底３近傍に再び引き付けることができる。また、図１３Ｃに示すとお
り、ブロワー２０８にて吸気した気体を、回収空気噴出口Ｃを介して再噴出することで、
摩擦低減効果を増幅させることもできる。
【００９８】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しな
い範囲内で種々変更して実施することが可能である。
【００９９】
　また、上述した実施例は、本発明に係る技術思想を具現化するための実施形態の一例を
示したにすぎないものであり、他の実施形態でも本発明に係る技術思想を適用することが
可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明に係る船舶の摩擦抵抗低減装置は、一般的に海洋での使用に限らず、河川、湖水
等あらゆる水系で利用される船舶で使用することが可能である。
【０１０１】
　また、船舶の形を取らない、水系での航行体、浮体に広く適用でき、摩擦抵抗の低減に
よる省エネルギー効果の貢献をはじめ、回収水の利用等の利便性の面でも広く社会全般、
各種産業全般に対して大きな有益性をもたらすものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】(a)本発明の一実施例における船舶の気泡保持装置を適用した船舶の側面図、(b)
同船舶の上面図、(c)同船舶の下面図
【図２】本発明の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図
【図３】本発明の別の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図
【図４】本発明の更に別の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図
【図５】本発明の更に別の一実施形態に係る図２の点線Ｙ部の拡大図
【図６】本発明の更に別の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図
【図７】本発明の更に別の一実施形態に係る船体４の（図１の）Ｘ－Ｘ断面図
【図８】本発明の一実施形態に係る端板５、５´の配設時の気泡保持状態を示す概念図
【図９】本発明の一実施形態に係る前部及び後部を流線型とする端板５、５´に係る配設
時の船舶船航中の気泡流動状態を示す概念図
【図１０】本発明の更に別の一実施形態に係り、船底３を断面視で三角形に係る凹凸状と
した船舶の船航中に係る気泡保持状態を示す断面概念図
【図１１】本発明の更に別の一実施形態に係り、船底３に断面視で翼断面型マウンドを有
する構成とした船舶の船航中に係る気泡保持状態を示す断面概念図
【図１２】本発明の更に別の一実施形態に係り、船底３を断面視で後部に向かい緩やかな
段差を有する構成とした船舶の船航中に係る気泡保持状態を示す断面概念図
【図１３Ａ】本発明の第２の実施形態に係る気泡保持装置における気液分離器２００の構
成を説明するための断面図
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【図１３Ｂ】本発明の第２の実施形態に係る気泡保持装置における気液分離器２００の使
用方法を示す概念図
【図１３Ｃ】本発明の第２の実施形態に係る気泡保持装置における気液分離器２００の使
用方法を示す概念図
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る気泡保持装置における気液分離器２００の使用
に係る状況図
【符号の説明】
【０１０３】
１…船舶、３…船底、１０、１１、１２、１３、１４…ブロワー（送気手段）、２１、２
２、２３、２４、２５…空気噴出口、６０…電動機（駆動装置）、２００、２０１…気液
分離器、２０２…気泡分離促進フィルター、２０３…気体移送菅、２０４…気体開放口、
２０５…液体移送部、２０６…バルブ（気体調節手段）、Ｂ…水分吸込口、Ｃ…回収空気
噴出口

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】
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【図１４】
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